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助成対象企業の指定

宇治市企業立地促進条例手続きフロー（１）ー対象企業の指定

助成対象企業の指定（条例第３条第１項）
助成対象企業の指定要件（施行規則第３条）＜別表１＞

助成対象企業指定
について諮問
（条例第３条第２項）

助成対象企業の指定申請
（施行規則第４条）

助成対象企業指定書
の交付
（施行規則第５条）

指定するときは、審査会に意見を聴かな
ければならない
（施行規則第３条第２項）

助成対象企業の指定を受けたい企業

審査会の審議

助成対象指定企業

意見・答申

指定申請の変更
承認申請（施行
規則第６条）

指定内容の変更が生じたとき

工事着手・完了・操
業開始の届出等
（施行規則第７条）

承認について審査会に意
見を聴くことができる
（施行規則第６条第２項）

審査会の審議

地位を承継したい
企業（条例第５条）

指定企業地位承継承認
申請（施行規則第８条）

承認するときは、審査会に意
見を聴かなければならない
（施行規則第８条第２項）

申請書の提出

結果の通知
申請書の提出 指定書の交付

結果の通知

ＥＮＤ

審査会に意見を聴かなければ
ならない
（施行規則第８条第２項）

指定の取消し等（条例第６条）

結果の通知

事業場等の工事
の着手・完了、
操業の開始をし
たとき

届出書の提出

審査会の審議
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助成金の交付手続き

宇治市企業立地促進条例手続きフロー（２）ー助成金の交付

指定企業助成金交付の申請
（施行規則第１１条）

交付決定の通知
（施行規則第１２条
第２項）

助成金の交付決定等
（施行規則第１２条第１
項）助成金の交付期間等
（施行規則第１０条）
＜別表第２＞

審査会の審議

助成金の交付決定を受けた指定企業

交付申請変更承
認申請（施行規
則第１３条）

交付申請内容の変
更が
生じたとき

操業の休止及び廃
止の届出
（施行規則第１５条）

承認について審査会に意
見を聴くことができる
（施行規則第１３条第２
項）

審査会の審議

指定企業助成金の交付
請求（施行規則第１４
条）

審査会に意見を聴かなけれ
ばならない
（施行規則第１６条第２項）

請求書の提出
申請書の提出

決定通知

結果の通知

助成金を受けようとする指定企業

不交付の決定
（施行規則第１
２条第３項）

審査会に意見を聴くことがで
きる
（施行規則第１２条第４項）

不交付の
定通知

助成対象指定企業

事業場等の操業
の休止・廃止をし
たとき

助成金の交付決定の取消し（施
行規則第１６条第１項）

ＥＮＤ

ＥＮＤ

審査会の審議

結果の通知

届出書の提出


